
塩竈市産業建設部土木課管理係 

 

申請手続きの流れ(占用許可・承認工事等) 

 

 

1申請 

(1)道路占用許可申請書は 3部作成してください。 

(2)道路工事等承認申請書は 2部作成してください。 (道路法 24条関連工事等) 

(3)各々に必要な添付書類を付してください。 

(4)全ての書類を塩竈市土木課に提出してください。 

 

2書類審査   

(1)書類審査は、申請を受付した日から、概ね 3～5 日程度で完了します。お急ぎの場合は

土木課までご相談ください。 

(2)道路占用許可申請書は、書類審査が完了した後、土木課が道路の占用に関する協議の為

に塩釜警察署へ提出します。 

(3)書類内容の修正、変更等を適宜指示する場合があります。 

 

3許可(道路占用) 

(1)塩釜警察署が、提出された道路占用許可申請書の内容に問題がないと判断した場合は、

道路占用許可の申請者宛てに道路占用許可書が発行されます。(道路占用許可申請日から

2週間程度) 

(2)発行された道路使用許可書を土木課まで取りに来てください。 

(3)道路使用許可の申請者は、発行された道路占用許可書を、塩釜警察署まで提出してくだ

さい。 

 

4承認(道路法 24条関連工事等) 

(1)土木課が、提出された道路工事等承認申請書の内容に問題がないと判断した場合は、道

路工事等承認の申請者宛てに、道路工事等施行承認書を発行します。 

(2)道路工事等承認の申請者は、発行された道路工事等承認書を、土木課まで受取りに来て

ください。 

(3)道路工事等承認書の郵送をご希望の場合は、返信用の封筒を土木課に提出してください。 

 

5着手届(道路の占用・道路法 24条関連工事等) 

( 1 )道路工事等に着手する前に、着手届(1部)を提出してください。 




